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1 9 9 8年 1 1 月 15 日

わ た した ち は、 い まの社 会 にお い て、 子 ど もが人 間 と して 尊重 され、 い きい きと学 び生活 して い け

るよ う に 、 とい う願 い を こ め て 、 こ こ福 岡 に 集 い ま した 。 い ま の 社 会 は 、 お と な だ け で は解 決 で き な

い問題 が た くさん あ ります 。 だか ら こそ 、2 1世紀 の社会 は、 子 ど もの権 利 条約 の理念 を活 か して 、お

と な だ け に た よ らず 、 子 ど も との パ ー トナ ー シ ッ プ の も とで お 互 い に尊 重 し、 協 力 し あ い 、 つ くっ て

いく必 要 が あ り ます 。

こ ん な こ と を 考 え て 、 わ た し た ち は 次 の よ う な メ ッセ ー ジ を多 くの み な さ ん に 呼 び か け 、 条 約 の 実

現に と り くん で い き ま す 。

1 市民 の立場か ら条約 の見直 しを

来年 は、 国際連 合 が子 どもの権利 条 約 をつ くって10周 年 、 日本 が うけ いれ て 5 周 年 を むか え ます。

この記 念 すべ き年 にむ けて 、 国連 「子 どもの権利 委 員会 」 が 日本 にた い して行 な った勧 告 な ど もふ ま

えなが ら、 子 ど もの権 利 条 約が どこまで 実現 した のか 、実 現 してい ない と した ら、 な にが い け ない の

か、そ れ を変 える ため に はな にが 必要 か な どにつ いて 、市 民 の立 場 か ら条 約 の検 証 をす す め てい きま

し ょ う 。

2 地 元 の こ とばで 「0 0 版 子 ど もの権 利条 約 」 を

わた した ち は条 約 を学 び広 めて い くため に、 自分 た ち の地域 で使 わ れて い る こ とば で 「子 ど もの権

利条 約 九州 バ ー ジ ョン」 を発 表 しま した。 で き るか き り、 ふ だ んの 生活 の なか で条約 を活 か して い く

ため に も、 地 元 の こ と ば で “条 約 地 域 バ ー ジ ョ ン （地 域 版 ）’’づ く りに と り くみ ま し ょ う。

3 子 ど もた ちの 手 で 「子 ど もの人 権 宣 言」 を

わ た し た ち は 、 こ うあ っ て ほ しい とい う願 い や 、 こ れ を 実 現 して い くた め の 申 し合 わ せ を 「子 ど も

の人権 宣 言」 と して発 表 しま した。 子 ど もの権利 条 約 を活 か して、 子 ど もの 人 間 と しての尊 厳 と人権

の尊 重 とい う考 えが 人 々 や社 会 の共 通 の もの に な り、行 動 の も とに な る よ うに、 各 地 で 自分 た ち の

「 子 ど もの 人 権 宣 言 」 をつ く り ま し ょ う。



4 子 ど もの 人 権 を 守 る し くみ を

い ま 日本 で も国際 的 に も、 虐待 や い じめ・体 罰 な ど子 どもに対 す る暴 力、 そ の ほか さま ざ まな人権

侵害 か ら子 ど も を守 っ て い く こ とが 必 要 に な っ て い ます 。 ふ くお か を は じめ と し て各 地 で 、 こ れ か ら

子ど もの 人権 侵 害 に たい して 相 談・ 調査 ・勧 告 な どを行 ない、 子 ど もを守 る こ とが で きる し くみ （こ

れを い ま 「子 ど も の 人 権 オ ンブ ズ パ ー ソ ン」 と よ ん で い ま す ） を つ く っ て い き ま し ょ う。

※この メ ッセ ー ジ は、 子 ど もの権 利 条約 フ ォー ラム ’98 in ふ くお か の全 体 会 で提 起 され、 採 択

され ま し た 。



■－

門田見 昌 明

「楽 しみ な が ら、 あ ま り無 理 せ ず に 、 で き る こ と を や り ま し ょ う」 とい う、 喜 多 明 人 さ ん の 始

めの言 葉 に ツイ乗 せ られ、 ア ッとい う周 に本番 を迎 え、 そ して終 わ っ た。

二 日目最 後 の全体 会 は、参 加 で きなか っ た分科 会 の概 要 を聞 くチ ャ ンス 。参 加者 の多 い の に先

ず驚 く。 しか し多 くの批 判・ 感 想・ 要 望 の 中で 、 と りわ け注 目を集 め たの は、 最後 の子 ど も諸 君

の声 で あ っ た 。「 ど の 分 科 会 も、 子 ど もが 生 き生 き楽 し く参 加 で き に くか っ た」「 こ の フ ォ ー ラ ム

その もの の企 画 ・ 運 営 の なか で 、本 当 に子 ど もの 権利 が大 事 に され てい た か」「交流 会 の 在 り方

も、 お と な の 宴 会 の 場 の よ う だ っ た 」 等 々 。

子 ど もの主 体 的参加 は、 当初 か ら主 要課 題 で あ った し、 企画 ・ 運営 の段 階 にお いて も気 を使 っ

てき た つ も りで あ っ た 。 しか し、 よ く考 え て み る と、 お と な の 実 行 委 員 た ち は 、 集 ま っ た 子 ど も

たち の 「数 の多 さ」 と 「演技 ・ 表現 」 に驚 いた り満足 した りしてい た。 そ の裏 で 、 よ り本格 的 な

充実 を求 め なが ら不満 を感 じてい る子 ど もの存 在 に まで は、 配慮 が行 き届 い て い なか った こ とを

知ら さ れ た 。 お と な た ち の 現 状 と限 界 を思 い 知 ら さ れ た とい うべ きで あ ろ う。 ま だ ま だ 課 題 は 大

きく重 い。 全体 会 の席 上 で重 い 口 を開い て、 思 い きって この こ とを話 して も らえた こ とが、 最 大

の成 果 で あ った と受 け止 め た い。

子 ども諸 君 の単 なる 「参加 者 」 か ら主体 的 な 「参 画者 」 へ の脱 皮・ 成 長 と、 この事 を深 く認 識

できるお となの意 識変 革 こそが 、権 利 条約 採 択・ 批 准 の本 来 の趣 旨で もあ っ た。



子どもの権利条約フォーラム ー98 in 福岡を終えて

喜多 明 人

フォ ー ラ ム と子 ど も参 加

子 ど もの権 利 条 約 フ ォー ラ ム ’98は 、福 岡 で無 事 成功裡 に終 え る こ とが で きた。 開催 に 当た っ

ては 門 田見 委 員 長、 樋 口事 務 局 長 を は じめ、福 岡の市 民 、民 間 団体、 教 育界 、 マ ス コ ミ界 な ど、

多くの 人 々 にお 世話 に なっ た。 ここ に感謝 申 し上 げ たい。

この フォー ラ ムは、 1993年 の開始 当初 か ら、 ‘‘子 どもの参加 ’’が基 本 的 なテ ーマ の ひ とつ であ っ

た。9 3年 の 「子 ど も公 聴 会」（条 約批 准 前 の子 ど も¢意 見 表 明権 の反 映 をね らい とす る） には じ

まり、 94 年 よ り継続 的 に開催 され て きた 「子 どもア ク シ ョン広場 」、今 年 の 「子 ど もの 人権 宣 言

『 未 来 ネ ッ トワ ー ク 』」 と、 子 ど も参 加 の と り くみ が 一 貫 して 行 わ れ て きた 。

こんに ち、 マス コ ミな どを通 じて、 い じめ やナ イ フ事 件 、学級 崩壊 な ど子 ど も世代 に対す る否定

的な世論 が形成 される 中で、子 ど も世 代全 体が 「自信 喪失」 状態 にな り、 あ るい は 「世界 中 のお と

なか ら裏 切 られ た気分 」（中学 2 年生 の発 言 、季刊 『子 どもの権 利条 約 』 3 号 ） とい うよ うなお と

な不備 を強め てい る。 そ の よ うな中で、 フォー ラムでの子 どもた ちの 活躍 は、全 国の 同 じ世代 の子

どもた ち をい か に勇 気 づ け た こ とか 。「け っ こ うお れ た ち、私 た ち世代 もや る なあ」 そ ん な “子

どものエ ンパ ワー メ ン ト’の ための お とな側 の 支援 、サ ポー トの意 義 が確 かめ られ る必 要が あ る。

子ども参加の分岐点

た だ し、 今 回 ほ ど 「子 ども参 加 の 実践 的 な課 題」 や問題 点 が噴 出 した フ ォー ラム もなか ったの

では な い か と も思 う。

二 日目の全 体会 （総括 会 議） で は、多 くの子 どもたち か ら、分 科会 にお い て 自分 た ち の居場 所

がなか った こ とに対 して、 不満 が表 明 され た。

これ ら子 ど も参 加 をめ ぐる さま ざ まな トラ ブル 自体 が、 お そ ら く2 1世 紀 の子 ど も参加 、「子 ど

もとお となの パ ー トナ ー シ ップ」 の 実践 に とって た いへ ん貴重 な経験 であ り、今 後 に生 か され て

いくべ き実 践 的 課題 で あ る と思 われ る。

子 ども とお となの 共 同運 営 の あ り方、 子 ど もをサ ポー トす るお となの 姿勢 ・役 割 、 お とな側 の

支援 に対す る子 ど も側 の受 け止 め方 （今 回 も若 干不 慣 れ もあ り子 ど も側 の 「甘 え」 もみ られ た）

や経験 の生 か し方 な どな ど、今 後 の と りくみ に活 か して い きた い と思 う。



権利条 約をめ ぐる国際動 向（平野祐二さん・A R C 代表）

子 どもの権 利条 約 で定 め られた 内容 が 、 はた してそ れ ぞれ の 国で ちゃ ん と実 施 されて い るか ど

うか をチ ェ ックす る委 員会 が 、 ジ ュネー ブで定 期 的 に開催 されて い る 「国連子 ど もの権 利委 員会 」

です。 平野 さん は92年 9 月 か ら始 まった この委員 会 に全 回出席 され て い ます。 この た び はそ の経

験をふ まえ て、委 員 会 の 日本 に対 す る総括 所 見 につ い て報 告 され ま した。

現 在 子 ど もの権 利 条約 は、 ア メ リカ と ソマ リア を除 くす べ て の 国が批 准 してい ます 。 これ だけ

国際 的 に浸 透 した条 約 は ほか に はな い と言 って い いで しよ う。

その条 約 の実効 をチ ェ ックす るのが 「国連子 ど もの権 利委 員会 」 です 。 こ こで 日本 に関 して は、

①日本政 府 の 報告 書 （彰非 政府 団体 か ら出 され た報 告 書 の 二種 類 の 報告 書 を もと にチ ェ ック され

ま した。 日本 政府 が 委員 会 に出 した子 ど もの権利 につ い ての報 告 書 は、在 日 コリア ンや ア イ ヌ、

障害者 、女 性 、婚 外 子 とい っ た 「差 別 」 の現 状が ほ とん ど触 れ られ て お らず、 問 題点 の把 握 とい

う報 告 の 目的 に沿 って い ませ んで した。 そ のた め委 員会 は、子 ど もの権 利 に関係 す る非 政府 団体

から も非公 開で報 告 を受 け 、双 方 の資料 に照 ら してチ ェ ック を してい ます 。

国連 の 「勧 告」 で は、 まず 、 日本 には子 ど もの権 利 を実 現す るため の 「調整機 関」 が ない こ と、

さ らに、 監視 機 関が不 十 分 な こ とを指摘 してい ます 。確 か に 「子 ども人 権専 門委 貞」 な ど、 行 政

管轄 で子 どもの人権 を守 る制 度 をつ くった りは してい ます 。 しか し現 在 の制 度 で は、 具体 的 にい

じめや体 罰 とい った 問題が 起 きた と きに、 学校 な どに入 って強 制 的 に調 査す る権 限は あ りませ ん。

です か ら、「オ ンブ ズパ ー ソ ン」 や 「コ ミ ッシ ョナー 」 とい っ た行 政 か ら独 立 した 監視 機 関 を設

置す る事 を勧 告 して い ます。

こ の よ うな制 度 は、 ノ ル ウ ェー で世 界 で 初 め てつ く られ た もので す 。現 在 日本 で は 、N G O 主

体で 「オ ンブズパ ー ソ ン」 開設 の動 きが始 め られて い る ところ もあ ります が、 次 は 自治体 が主体

とな って動 きだす 番 です 。

子 ど もに は選 挙権 が な く、 意見 を代 弁 す る人 が い ませ ん。「子 ど もの声 」 を常 に受 け止 め る存

在が 必 要 で、 そ の 際、「子 ど もの声 」 を どの よ うに政 策 に反 映 させ るか が課 題 です 。 ここ で大切

なの は、 行政 自体 が、 子 ど もを 「保 護 の客 体」 か ら「権 利 行使 の主体 」 として とらえ られ る よ う

にな っ て い る か と い う こ と で す 。

例 え ば、 ア メ リカ では、 校 長 の任 命 につ い て生 徒 の 意見 が 反映 され る制 度 を設 け てい る州 が あ

ります 。 フ ラ ンス で は、 国 の教 育 に関 す る審 議機 関 に高校 生 が参 加 で きる よ うに してい ます 。 こ

のよ うに制度 的 に子 どもの参加 が整 って きて い る国・ 自治体 もでて きてい ます 。

委員 会 で は、 前述 の 「差 別」 の 問題 の ほか 、子 どもに対 す る暴 力 や競 争激 化 の 中 のス トレス に

よる発 達 障 害 な どが 注 目 され ま した。 この．よ うな 「ス ク ー ル フ ォ ビア （学校 恐 怖 症 ）」 の広 が り



は、 日本 だけ で は な く、 韓 国、香 港 で も広 が って い ます。 この ような事 例 に対 して も国 際的 に見

れば 、 イ ギ リ ス の 「い じ め に 立 ち 向 か うマ ニ ュ ア ル 」 や 、「 ピ ア ・ カ ウ ン セ リ ン グ」 な ど、 取 り

組み事例 が 現 れ て きて い ます。

今 後 は、 まず N G O か 「総 括所 見 」 を議 論 して 自治体 や 政府 に プ ッシ ュ して い く必要 が あ りま

す。 次 回 の 日本 政 府 の 報告 は20 0 1年 5 月 です が 、 そ の とき には、 N G O か ら も 日本 に お け る子 ど

もの意見 表 明権 の保 障 の進展 を報 告 で きる よ うに したい もの です 。

権利条約 をめ ぐる国 内動 向（荒牧重人さん・山梨学院大学）

今 、 権利 条 約 を ど う具 体 化 す るか が課 題 に なっ てい ます 。『子 どもの権 利 委 員会 』 の 報告 は、

子どもの権 利 条約 で提 起 され た内容 が どれ だ け具現 化 され て い るのか の 、 国際 レベ ル での検 証 で

したが、 この フ ォー ラム は、 その こ との 地域 レベ ル・ 自治体 レベ ル での検 証 の揚 で す。

現 在 の 日本 の 自治体 は、権 利 条 約 が捉 えて い る課 題 を、 自 らの 問題 とは捉 え きれ て い ない のが

実状 で す。 あ くまで 「国」 の 問題 だ と思 って い るんです 。 しか し、実 際 に子 どもにか か わ る問題

はほ と ん どが 自治 体 の 権 限 で 解 決 で き る こ と な の で す 。 な に よ り も 「地 域 」 は 、 子 ど も に よ り近

い場 所 です 。 そ のた め に も、 自治体 が 、 国際 レベ ルで共 有 されて い る問 題 の解 決 に向 けて 、地域

レベ ルで具 体 的 に行動 を起 こ しう る意識 に変 わ る ことが求 め られ て い ます。

自治体 にで きる こ との第 一 は広 報 です 。条 約 は、 実 際 に子 ど もが権 利行 使 で きる よ うに広 報 し

ない と意 味 が あ りませ ん。権 利 行使 を促 す ように こそ、 広報 を進 め るべ きです。 例 えば川 崎市 で

は、 子 ど も向 け の権 利 条 約パ ンフ レ ッ トを毎 年 改訂 しなが ら発 行 してい ます 。 さ らに現 在 は、 子

ど もの権 利 行使 を具体 化 す る 「子 ど もの 権利 条 例」 の策 定作 業 も始 まって い ますが 、 この こ とは

画期的です。

宮城 では 「子 ど も議会」 が 3 年連続 で 開かれて い ます。議会へ の 関心 を高 め る とい う目的 よ りも、

子どもの 意見 表 明権 の行使 の場 、 意見 表 明 の トレー ニ ング とい うの が 目的 に され て い る ようです。

また 、 杉 並 区 の 「子 ど も セ ン タ ー 」 づ く り に見 られ る よ う に 、 子 ど も向 け 施 設 の 設 置 に 関 わ っ

て、 子 ど も向 け の ア ンケー トを とっ た り、検 討 委貞 会 をつ くって 、設 計段 階 か ら子 ど もの 意見 を

反映 す る よ うな事 例 もかず かず現 れ て きて い ます。

兵庫 県 川西 市 で は条 例 で 「子 ども権 利専 門委 貞」 に調 査 の法 的根拠 を持 たせ よう としてい ます。

実 際、 わた した ち 自身、 どれ く らい子 ど もの権 利 条約 を武 器 に活 動 で きたの で しよ うか。 N G O

内で も十 分利 用 で きて い る と ころ は ま だ少 ない だ ろ う と思 わ れ ます 。 一方 で、 今 回 の フ ォー ラ

ムに は、 こ う した先進 的 な動 きを見 せ て い る 自治体 か らの子 どもた ち の参 加 が予 定 され てい ます。

まず は 「進 展」 を把握 し、次 に、進 展 して い ない の は何 なの か、何 が 障壁 なの か を考 え る必要 が

あります。 そ れが検 証 作 業 です 。




